


① 優良誤認表示（景品表示法５条１号）
商品又は役務の品質、規格その他の内容についての不当表示

③ 商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれが
あると認められ内閣総理大臣が指定する表示（景品表示法５条３号）

①内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
②内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良である
と一般消費者に示す表示

② 有利誤認表示（景品表示法５条２号）
商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示

①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般
消費者に誤認される表示

②取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利で
あると一般消費者に誤認される表示

①無果汁の清涼飲料水等についての表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
⑤おとり広告に関する表示

②商品の原産国に関する不当な表示
④不動産のおとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示

（参考）景品表示法（表示関係）の概要

不当な表示の禁止の類型

景品表示法は、消費者の自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保するため、
一般消費者に誤認される不当な表示（虚偽・誇大広告等）を禁止。


